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令和６年第７回（１２月）出雲崎町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程 （第３号） 

 

令和６年１２月１３日（金曜日）午前９時３０分開議 

 

第 １ 陳情第１０号 年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を求める陳情      

第 ２ 議案第８５号 出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について    

第 ３ 議案第８６号 出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について                        

第 ４ 議案第８７号 出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

           る条例制定について                          

第 ５ 議案第８８号 令和６年度出雲崎町一般会計補正予算（第９号）について         

第 ６ 議案第８９号 令和６年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について 

第 ７ 議案第９０号 令和６年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について   

第 ８ 議案第９１号 令和６年度出雲崎町簡易水道事業会計補正予算（第３号）について     

第 ９ 議案第９２号 令和６年度出雲崎町下水道事業会計補正予算（第１号）について      

第１０ 発委第 ５号 出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す 

           る条例制定について                          

第１１ 発委第 ６号 年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を求める意見書     

第１２ 議員派遣の件                                    

第１３ 委員会の閉会中継続審査及び継続調査の件                       

                                             

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 



 - 54 -

〇出席議員（１０名） 
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    ◎開議の宣告 

〇議⻑（中野勝正） これから本日の会議を開きます。 

                                   （午前 ９時３０分） 

                                             

    ◎議事日程の報告 

〇議⻑（中野勝正） 本日の議事日程はお手元に配付いたしましたとおりです。よろしくご協力願い

ます。 

                                             

    ◎陳情第１０号 年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を求める陳 

            情                            

〇議⻑（中野勝正） 日程第１、陳情第10号 年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を

求める陳情の採択についてを議題とします。 

  ただいま議題としました陳情第10号は、社会産業常任委員会に付託してありますので、その審査

経過並びに結果について社会産業常任委員長の報告を求めます。 

  社会産業常任委員長、８番、島明日香議員。 

〇社会産業常任委員⻑（島 明日香） 社会産業常任委員長報告を申し上げます。 

  12月10日の本会議において本委員会に付託されました陳情第10号について審査を終了いたしまし

たので、その経過と結果をご報告いたします。 

  去る12月11日の午前９時30分より役場議員控室において、委員全員が出席し、委員会を開きまし

た。 

  その審査結果については、お手元に配付いたしました報告書のとおりですが、その経過について

ご報告いたします。 

  陳情第10号 年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を求める陳情についての採択を

求める陳情書についてですが、陳情趣旨の中で、委員からは、趣旨には賛成するが、ロシア、ウク

ライナ戦争などで世界経済が不安定な先行きでも積立金の利子を将来にわたって国民年金事業の運

営に資してほしい。利子、配当金の活用で急激な株価変動を招くことなく、物価上昇に見合う基礎

年金の底上げを実現してほしいとの意見がありました。 

  以上のことから、慎重審査の結果、全員異議なく採択すべきものと決定しました。 

  以上、社会産業常任委員長報告といたします。 

〇議⻑（中野勝正） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから陳情第10号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  陳情第10号に対する委員長の報告は採択であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、陳情第10号は委員長報告のとおり採択されました。 

                                             

    ◎議案第８５号 出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に 

            ついて                          

     議案第８６号 出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条 

            例の一部を改正する条例制定について            

     議案第８７号 出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

            一部を改正する条例制定について              

〇議⻑（中野勝正） 日程第２、議案第85号 出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について、日程第３、議案第86号 出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例の一部を改正する条例制定について、日程第４、議案第87号 出雲崎町会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、以上議案３件を一括議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町⻑（仙海直樹） ただいま上程されました議案第85号から議案第87号につきまして関連がござい

ますので、一括してご説明を申し上げます。 

  初めに、議案第85号につきましてご説明をいたします。このたびの条例改正は、令和６年人事院

勧告並びに新潟県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員の給与を改定するものです。一般職につ

きまして、初任給を含む若年層に重点を置いて給与月額を引き上げ、並びに期末手当及び勤勉手当

を年間で0.05か月分引き上げるものです。これらの実施時期は、給料につきましては本年４月から、

期末手当及び勤勉手当につきましては本年12月期から適用するものです。 
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  次に、議案第86号につきましてご説明いたします。常勤の特別職の給与を改定するものです。こ

のたび、常勤の特別職の給与につきまして、人事院勧告の指定職員の取扱いに準じて令和６年12月

期から期末手当を0.05か月分引き上げる内容となっております。 

  次に、議案第87号につきましてご説明をいたします。会計年度任用職員の期末手当につきまして

は、近隣市町村の支給割合を踏まえ、人事院勧告の再任用職員の期末手当及び勤勉手当率の改定割

合を合わせた0.05か月を期末手当の改定割合とするものです。 

  以上となります。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 

〇議⻑（中野勝正） 補足説明がありましたら、これを許します。 

  総務課長。 

〇総務課⻑（権⽥孝夫） 補足説明をさせていただきます。 

  定例会資料（その２）の１ページをご覧ください。町職員の給与改定は、人事院勧告及び新潟県

人事委員会勧告を踏まえて行っております。 

  （１）の一般職の再任用職員以外につきましては、町長が説明したとおり、給料月額と期末手当

及び勤勉手当を引き上げております。 

  なお、期末手当及び勤勉手当につきましては、今年度は12月期に0.05か月分を引き上げ、令和７

年度からは６月期と12月期にそれぞれ0.025か月分を引き上げる内容となります。 

  （２）の再任用職員につきましても期末手当及び勤勉手当を引き上げるものであり、今年度は12月

期に0.025か月分を引き上げ、令和７年度からは６月期と12月期にそれぞれ0.0125か月分を引き上げ

る内容となります。 

  ２ページをご覧ください。（３）、特別職及び（４）の会計年度任用職員につきましては、期末

手当を0.05か月分引き上げるものであります。 

  以上となります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

〇議⻑（中野勝正） これから質疑を行います。質疑の際は、最初に議案番号、議件名を申し添えて

から質疑に入ってください。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第85号、議案第86号、議案第87号は、会議規

則第39条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第85号、議案第86号、議案第87号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。 
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  最初に、議案第85号を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  次に、議案第86号の討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  次に、議案第87号の討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから採決を行います。 

  最初に、議案第85号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第85号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第86号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第86号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第87号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第87号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎議案第８８号 令和６年度出雲崎町一般会計補正予算（第９号）について   
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     議案第８９号 令和６年度出雲崎町国⺠健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号）について                       

     議案第９０号 令和６年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

            について                         

     議案第９１号 令和６年度出雲崎町簡易水道事業会計補正予算（第３号）につ 

            いて                           

     議案第９２号 令和６年度出雲崎町下水道事業会計補正予算（第１号）につい 

            て                            

〇議⻑（中野勝正） 日程第５、議案第88号 令和６年度出雲崎町一般会計補正予算（第９号）につ

いて、日程第６、議案第89号 令和６年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について、日程第７、議案第90号 令和６年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

について、日程第８、議案第91号 令和６年度出雲崎町簡易水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて、日程第９、議案第92号 令和６年度出雲崎町下水道事業会計補正予算（第１号）について、

以上議案５件を一括議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町⻑（仙海直樹） ただいま上程されました議案第88号から議案第92号につきまして、関連がござ

いますので、一括してご説明を申し上げます。 

  各会計予算に共通して、議案第85号から議案第87号でご審議をいただきました職員の給与条例の

改正に伴う人件費を補正しております。 

  よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 

〇議⻑（中野勝正） 補足説明がありましたら、これを許します。 

               〔「ありません」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） これから質疑を行います。質疑の際は、最初に議案番号、議件名を申し添えて

から質疑に入ってください。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第88号、議案第89号、議案第90号、議案第91号、

議案第92号は、会議規則第39条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 異議なしと認めます。 
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  したがって、議案第88号、議案第89号、議案第90号、議案第91号、議案第92号は委員会付託を省

略することに決定しました。 

  これから討論を行います。 

  最初に、議案第88号を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  次に、議案第89号の討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  次に、議案第90号の討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  次に、議案第91号の討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  次に、議案第92号の討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから採決を行います。 

  最初に、議案第88号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第88号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第89号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第89号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第90号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第90号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第91号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第91号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第92号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第92号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎発委第５号 出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一 

           部を改正する条例制定について                

〇議⻑（中野勝正） 日程第10、発委第５号 出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長、５番、宮下孝幸議員。 

〇議会運営委員⻑（宮下孝幸） ただいま上程されました発委第５号の出雲崎町議会議員の報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、その提案理由の説明をいたします。 

  このたびの条例の一部改正は、出雲崎町議会議員の期末手当の率を改定するものであり、さきに

可決されました議案第86号の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正に準じ、出雲崎町議会議員の期末手当の率について、令和６年12月期から期末手当の率を
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0.05か月分引き上げるものであります。 

  議員各位にはよろしくご審議賜り、ご賛同いただきますようお願いを申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

〇議⻑（中野勝正） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから発委第５号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  発委第５号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、発委第５号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎発委第６号 年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を求める意見 

           書                             

〇議⻑（中野勝正） 日程第11、発委第６号 年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を

求める意見書についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  社会産業常任委員長、８番、島明日香議員。 

〇社会産業常任委員⻑（島 明日香） ただいま上程されました発委第６号 年金積立金を活用して

安心して生活できる公的年金を求める意見書について提案理由を申し上げます。 

  今、年金受給者は物価高騰の下で苛酷な生活を強いられています。物価上昇を反映しない年金額

改定ルールにより、2013年度から12年間で物価は11.3％上昇しましたが、年金額は3.5％しか上がら

ず、7.8％も実質的価値が目減りしました。 

  高齢者に支給される年金はほとんどが消費に回るため、年金減額による購買力の衰退が地域経済

に大きく影響することも懸念されます。 

  今後、十数年間も厚生年金と国民年金との財政調整期間が続き、その間、給付水準も低下し続け

ることは、物価高騰に苦しむ年金受給者には生活困難な状況が続きます。 
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  現在、年金積立金残高は約290兆円で、そのうち利子・配当金は45兆円であり、直近の基礎年金勘

定の給付費で目減りする累計額は20年間で約７兆円で、利子・配当金の僅か15.6％にすぎません。 

  よって、厚生年金と国民年金との財政調整による調整期間一致による基礎年金の底上げの検討に

加え、積立金の活用による厚生年金の調整期間終了に合わせて、基礎年金の調整期間終了の検討も

要望するものです。 

  よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 

〇議⻑（中野勝正） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから発委第６号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  発委第６号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議⻑（中野勝正） 起立全員です。 

  したがって、発委第６号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎議員派遣の件 

〇議⻑（中野勝正） 日程第12、議員派遣の件を議題とします。 

  お諮りします。会議規則第128条の規定により、お手元に配付しましたとおり議員を派遣すること

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 異議なしと認めます。 

  したがって、お手元に配付しましたとおり議員を派遣することに決定しました。 

                                             

    ◎委員会の閉会中継続審査及び継続調査の件 

〇議⻑（中野勝正） 日程第13、委員会の閉会中継続審査及び継続調査の件を議題とします。 

  総務文教常任委員長、社会産業常任委員長並びに議会運営委員長から、会議規則第75条の規定に

より、お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査の申出があります。 
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  お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査をすることにご異議

ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議⻑（中野勝正） 異議なしと認めます。 

  したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査とすることに決定し

ました。 

                                             

    ◎閉会の宣告 

〇議⻑（中野勝正） これで本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和６年第７回出雲崎町議会定例会を閉会とします。 

                                   （午前 ９時５３分） 


